
松原市職員採用試験募集要項 

                               令和７年７月 職員採用選考委員会 

 

 

松原市では、市民に寄り添い、地域とともに歩む職員を募集します。 

「市民の笑顔のために働きたい」という意欲ある方のご応募をお待ちしています。 

 

採用予定日 令和８年４月１日 

申込み受付期間 令和７年１０月１日（水）～１０月３１日（金）必着 

第１次試験日 令和７年１１月８日（土）・９日（日）のいずれか１日 

 

 

１．職種・募集人数・受験資格 

職種 募集人数 受 験 資 格 

事務職 

一般事務 

（社会人経験者） 

１３名程度 

昭和５５年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた人

で、令和７年１０月３１日において、民間企業等での職務経

験が３年以上ある人 

 

※ 上記における受験資格を満たす人が受験できます。ただし、地方公務員法第１６条に規定

する欠格条項に該当する人は受験できません。 

 

 



２．試 験 

（１）第１次試験 

<試験日>  令和７年１１月８日（土） 

             ９日（日）のいずれか１日 

<科目>   面接  ※ 試験科目は現時点での予定 

※ 面接の日時等については、別途申込者へメールでお知らせします。 

 

 

（２）第２次試験 （第１次試験合格者に対して行います） 

<試験日>  令和７年１２月上旬（予定） 

<科目>   面接  ※ 試験科目は現時点での予定 

<提出書類> 卒業証明書（最終学歴のもの） 

 

 

（３）合格発表 

本市ホームページで合格者の受験番号を発表します。 

また、合格者には次の試験の案内をメールにて通知します（電話照会は不可）。 

○ 第１次試験合格発表 １１月中旬～下旬予定 

○ 第２次試験合格発表 １２月中旬～下旬予定 

 

 

（４）試験結果の開示 

対象者   第１次試験・第２次試験で不合格者となった方 

開示項目  合格基準点、受験者本人の得点 

申請方法  受験者本人から郵送により申請してください。詳細については、各試験

の合格発表時に本市ホームページでお知らせします。 

開示方法  開示申請の受理後、受験者本人に郵送（電話照会は不可）。 



３．受験申込方法 

（１）申込みの流れ 

 

 

 

本市ホームページより、必要事項を入力のうえエントリーを完了させてください。 

※ エントリー完了後に完了メールが送付されます。 

 

 

 

 

 

以下を職員採用選考委員会（市長公室人事課内）まで郵送または持参してください。 

 

○ 試験申込書・受験票 

本市ホームページより「松原市職員採用試験申込書」をダウンロードし、試験申込

書・受験票をＡ４判片面で印刷してください。 

必要事項を記入のうえ、それぞれに同一の「３カ月以内に撮影した写真（上半身、

脱帽、正面向 4 cm×3 cm）」を貼付してください。 

 

○ 職務経歴書 

これまでの職務経歴や自己 PRなどをＡ４判２～３枚程度にまとめてください。 

様式は問いませんが、印刷はＡ４判片面、縦向きにしてください。 

 

○ 返信用封筒 

宛先を明記した返信用封筒（長形 3 号（12cm×23.5cm）で必ず 110 円切手を貼付）

を同封してください（持参であっても返信用封筒は必要です）。 

 

※ 試験申込書に記入漏れ等の不備がある場合や返信用封筒が同封されていない場合は、

受付できませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

提出された返信用封筒にて、受験番号を付番した受験票を返送します。１１月６日（木）

までに届かない場合は、職員採用選考委員会へお問い合わせください。 

※ 受験票は、試験当日必ず持参してください。 

 

① エントリー 

② 試験申込書等の提出 

③ 受験票の交付 



（２）受付期間 

・ エントリー受付期間 

令和７年１０月１日(水)～１０月３１日(金) 

・ 試験申込書郵送受付期間 

令和７年１０月１日(水)～１０月３１日(金) 必着 

※ 持参の場合、上記期間中の午前９時３０分～午後５時（土・日曜日、祝日は除く） 

※ 郵送の場合、到達までに数日を要する場合があります。受付期間内に届くよう、

余裕をもって投函してください。 

 

 

（３）留意事項 

・ 提出された書類は返還できませんのでご了承ください（試験終了後に当委員会にて 

適切に処分いたします）。 

・ 受験に際して必要な措置（車椅子の使用等）がある場合は、必ず申込締切までにその

旨を申し出てください（申込締切後は対応できません）。 

 

 

４．合格・採用 

・ 最終合格者は試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に登載します。採用候補者名簿は 

令和９年３月３１日まで有効です。 

・ 最終合格者発表時において、採用候補者名簿に補欠登録をする場合があります。 

最終合格者が採用を辞退した場合など欠員が生じた場合は、令和８年３月末までに限り、

補欠合格者を成績順に繰り上げて採用することがあります。 

・ 第２次試験合格後、職務経験等の確認のため職歴証明書を提出していただきます。 

受験資格を満たさないことが判明した場合や試験申込書の記載内容に虚偽があった場合

は、採用される資格を失うことがあります。 

 

 
＊ この試験についての問い合わせは 

職員採用選考委員会（市長公室人事課内） 

〒５８０-８５０１ 松原市阿保１-１-１ 

０７２（３３４）１５５０（内線２４１１） 


